
様式　１

１．指定管理施設の概要

２．施設の運営について
《評価項目》
Ｓ：仕様書、協定書等で定められた水準以上
Ａ：仕様書、協定書等で定められた水準に達している
Ｂ：施設運営等に支障はないものの、仕様書、協定書等で定められた水準に達していないものが一部ある
Ｃ：仕様書、協定書等で定められた水準に達しておらず、早急な改善・勧告が必要である

３．施設によるサービスの提供について

所 管 課 ： 元気長寿課

評 価 日 ： 令和8年6月11日

評価対象期間： 令和7年4月1日～令和8年3月31日

施設名称 藤岡市元気サポートセンターふじの花 所在地 藤岡市中栗須５３１番地

設置目的 高齢者の福祉及び健康の増進並びに教養の向上を図るとともに、地域及び多世代間の交流による高齢者の生きがいづくりを促進することを目的する。

指定管理者 藤岡市社会福祉協議会 指定期間 令和7年4月1日から令和12年3月31日 選定方法 非公募

評価の観点 評価項目
前年度
評価

今年度
評価

評価理由（前年度と別評価の場合）・特記事項

評価の観点 評価項目
前年度
評価

今年度
評価

評価理由（前年度と別評価の場合）・特記事項

指定管理業務運営状況評価表（所管課記入用）

業務内容 設置目的に基づき、入浴、カラオケ、貸館、各種相談事業、団体送迎などの施設運営に関する管理運営業務

施設概要 敷地面積：6933.96㎡　延床面積：2308.17㎡ 構造：RC2階 建築年度：1997年 主な施設：大浴場、大広間、貸館、事務室

施設設置目的
との整合性

施設の設置目的に沿って運営されている Ａ Ａ

平等利用 特定のものに有利あるいは不利な取り扱いをしていない Ａ Ａ

自主事業
利用者のニーズに合った事業の実施など、サービスを向上させる取
組みを実施している Ａ Ａ

利用者からの要望等を反映し、1日2回体操の時間を設け大
広間で実施するなどの取り組みが好評を得ている。

経理状況 施設の管理運営に係る経理の内容は適切である Ａ Ａ

収支状況

経営状況等に問題はない Ａ Ａ

経費削減のための努力をしている Ａ Ａ
節電や節水に努めている。また、修繕等職員が対応で
きるところは業者に依頼せずに対応している。

連絡体制 市や関係団体との連絡調整が、必要に応じ、適切に実施されている Ａ Ａ

利用時間等
の遵守

協定で定めた利用時間、利用日、利用期間が遵守されている Ａ Ａ

安全で快適な施設運営ができるための人員が確保されている Ａ Ａ
安全で快適な施設運営のため、社会福祉協議会管理職、所長、班長、バス
のドライバーが配置されている。勤務シフトにより適切な人員を確保してい
る。

協定で定めた人的サービスを、問題なく提供している Ａ Ａ

労働管理規程等を整備し、従業者の適正な労働条件が確保されてい
る Ａ Ａ 社会福祉協議会として整備されている。

緊急時に迅速に対応できるよう、指揮命令系統が明確にされている Ａ Ａ
緊急時に対応を行うための指揮命令系統が作成されて
おり、全職員に周知されている。

接遇

職員は仕事内容を十分に把握している Ａ Ａ
各職員がローテーションで業務にあたっており、どの業務についても
内容を十分把握している。

職員の接客態度に問題がない Ａ Ａ
毎日のミーティング及び週１回管理職を交えての打合せを実施し意識
付けができている。

接遇に関する研修を実施し、職員が内容を熟知している Ａ Ａ ミーティングの実施と社会福祉協議会での自主研修を実施している。

利用者の
満足度

アンケートの実施や意見箱の設置など、利用者の声を現場で聴取す
る取組がなされている Ａ Ａ

利用者アンケートを実施し施設運営に活用している。利用者
からの意見や要望について聴取し、改善に取り組んでいる。

利用者の意見を把握し、それらを反映させる取組がなされている Ａ Ａ
利用者からの意見や要望を把握し、職員間で情報共有
して改善に取り組んでいる。

苦情等への
対応

苦情に迅速かつ適切に対応している Ａ Ａ
苦情等が発生した場合、迅速に対応し元気長寿課に報
告されている。

苦情等への対応時に市と指定管理者の責任者等の間で、十分な連
絡が取れるよう、体制が整っている。 Ａ Ａ

苦情等が発生した場合、十分な連絡が取れる体制が
整っている。

管理運営
体制



様式　１

４．施設の管理状況について

５．危機管理体制について

６．総合評価（改善に向けた取組及び今後の方針等）

評価の観点 評価項目
前年度
評価

今年度
評価

評価理由（前年度と別評価の場合）・特記事項

評価の観点 評価項目
前年度
評価

今年度
評価

評価理由（前年度と別評価の場合）・特記事項

Ａ：仕様書、協定書等で定められた水準に達している

法定保守点検は、点検内容、時期等が法令基準に基づき実施されて
いる Ａ Ａ 業者に委託し、適切に実施されている。

建物の保守管理が適切に行われている Ａ Ａ

エレベーター等の設備機器について、定期的に点検や安全確認を
行っている Ａ Ａ 業者に委託し、適切に実施されている。

点検によって、異常等が認められた場合、速やかに交換・修繕・調整
等の適切な処置が実施されている Ａ Ａ

異常が認められた際、交換・修繕等対応している。ま
た、元気長寿課へ報告している。

備品について、備品台帳をもとに適切な管理がなされている Ａ Ａ

清掃が適切に行われている Ａ Ａ
委託業者による清掃のほか、職員が随時点検清掃を行
い清潔に管理されている。

警備体制

利用者の安全を保つため、必要な形態で実施されている Ａ Ａ
定期的に職員が巡回を行い、異常の早期発見・早期対
応に努めている。

鍵の管理は適切である Ａ Ａ 管理職、所長、班長が管理を行っている。

夜間等職員不在時の警備体制が明確化されている Ａ Ａ
警備会社へ委託している。異常時の対応、連絡体制が
整えられている。

個人情報
保護

個人情報を適切に保管している Ａ Ａ 個人情報は所長が管理。鍵をかけて保管。

他の目的の為に、個人情報を収集又は使用していない Ａ Ａ

事故等
への対応

日常の事故防止などの安全対策が適切に実施されている Ａ Ａ
定期的に職員が巡回を行っている。必要時に自立セン
ターの看護師が対応する体制が取れている。

緊急事態発生時の職員対応マニュアルが整備され、研修・訓練等が
定期的に実施されている Ａ Ａ

マニュアルが整備され、職員に周知されている。救命講
習を受講している。

事件・事故等が発生した場合、市に遅滞なく連絡されている Ａ Ａ

災害時等
への対応

災害時の対応体制が作られている Ａ Ａ 消防計画が作成されている。

防火・防犯等の対応体制がつくられている Ａ Ａ マニュアルが整備され、職員に周知されている。

災害時の避難誘導や、犯罪の通報等の研修・訓練がなされている Ａ Ａ
マニュアルが整備され職員に周知されている。R7.10，
R8.3に避難訓練を実施。

施設の設置目的に沿った運営が行われている。また、適正な人員が確保され、安全で快適な施設運営を行っている。利用者からの意見や要望に真摯に向き合い、改善に取
り組んでいる。
施設の維持管理について、専門業者への委託のほか、職員が実施することにより適切に行われている。
危機管理体制については、マニュアルが整備され職員に周知されている。避難訓練も適正に実施されている。
自主事業として、卓球台を利用した多世代交流ピンポン教室を開催し、多世代の交流の場の提供に努めた。また、定期的な変わり湯の実施などサービス向上に努めている。
今後も多世代交流の場の提供、利用者の満足度向上に努め利用者数の増加を目指していく。

施設・設備の
維持管理状況


